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男性とセックスをする男性

人権ファクトシートシリーズ

はじめに
　ゲイ男性など男性とセックスをする男性（注1）
は、HIVの流行から極端に大きな影響を受けていま
す。2019年には、他の成人男性に比べ、ゲイ男性
など男性とセックスをする男性の

HIV感染リスクは26倍も	
高くなっていました。

その年の新規HIV感染の23％は、ゲイ男性など男性とセック
スをする男性で占められていたのです。西ヨーロッパ・中央ヨー
ロッパ、北アメリカ、ラテンアメリカ、アジア・太平洋の各地域で
は、40％に達しています（1）。

　性的指向と性自認に基づくス
ティグマ・差別・暴力、同性間の性
行動の犯罪化などの構造的要因
は、HIVの予防・検査・治療・ケア・
支援のサービスを受けにくい環
境を生み出し、利用を妨げるこ
とになります。性的指向に基づく
差別は、人種、性自認、性表現、
年齢、HIV感染、心身の障害、社
会経済的地位などに基づく他の
様々なかたちの差別と組み合わ
されています。

　国際人権法のもとでは、性的指向に基づく差別や

嫌がらせ、暴力は人権侵害です。この中には、刑法、司

法、医療提供、教育および雇用における差別が含まれ

ています（2、3）。国はそうした差別から、あらゆる性的

指向の人びとをまもり、人権の平等な実現を保障する

義務があります。

（注1）　このファクトシートでは、「ゲイ男性など男性とセックスをする男性」という世界的に認められた用語を採用していますが、それ以外の用語
を使う人もいます。



　2019年には、他の成人男性に比べ、ゲイ

男性など男性とセックスをする男性のHIV感

染リスクは
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も高くなっていました。その年の新規HIV感

染の23%は、ゲイ男性など男性とセックスを

する男性で占められています（1）。

　報告があった38カ国のうち26カ国では、過去3カ月

に少なくとも2つのHIV予防サービスを利用できたゲイ

男性など男性とセックスをする男性の割合は、50%未満

でした（1）。

　ゲイ男性など男性とセックスをする男性は、他の人た

ちに比べ、スティグマや差別、暴力を受けるリスクが高く

なっています。性的指向のために暴力を受けることがし

ばしばあります（5、6）。

33.5％
のゲイ男性など男性とセックス

をする男性が、自らのHIV感染

を知らずにいます（1）。

約67カ国 が

法律で同性間の性行動を

犯罪としています（8）。

　西ヨーロッパ・中央ヨーロッパ、および北ア

メリカ地域では、2019年の

新規HIV感染件数
の推定64％

がゲイ男性など男性とセックスをする男性で

占められていました。ラテンアメリカ、アジア・

太平洋地域では推定44％、カリブ地域では

26％でした（1）。

　2010年から2019年

の間に、ゲイ男性など男

性とセックスをする男性

の新規HIV感染率は

25％
上昇しています（4）。
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人権を健康上の成果につなげる

　HIV陽性のゲイ男性など男性とセックスをする男性の中で、自らのHIV感染を知る人の割合は、レズビアン、ゲイ、

バイセクシュアル、トランスジェンダーの人たち（LGBT）に対し、最も抑圧的な法律がある国よりも、抑圧的な法律が

ない国のほうが3倍高くなっています（8）。

　犯罪化により、ゲイ男性など男性とセックスをする男性の存在自体が否定されるおそれがあります。男性とセックスをする男性の人口規模

を推定し、154カ国で比較した2017年の調査によると、同性間の性行動を犯罪とする国は、犯罪としていない国と比べ、ゲイ男性など男性

とセックスをする男性の数が、信じられないほど少なく報告される傾向が強くみられました（11）。

　同性間の性的関係を犯罪とみなす国では、ゲイ男

性など男性とセックスをする男性がHIV陽性となる

可能性は、そうした刑事罰がない国よりも2倍以上、

高くなっています。さらに、厳しい罰則がある国で

は、5倍近くになっています（9）。

　同性間の性行動を犯罪と見なす国が10％未満になる。

　スティグマや差別を受けたと報告するゲイ男性など男性とセックスをす
る男性の割合が10％未満になる。

　虐待や差別を報告し、救済を求めるメカニズムが利用できないゲイ男性
など男性とセックスをする男性の割合が10％未満になる。

　法的なサービスを利用できないゲイ男性など男性とセックスをする男性
の割合が10％未満になる。

　ゲイ男性など男性とセックスをする男性に対し、否定的な態度を示す医
療従事者と法執行官が10％未満になる。

　身体的、性的暴力を受けたと報告するゲイ男性など男性とセックスをす
る男性の割合が10％未満になる。

サハラ以南のアフリカにおける調査では、

ゲイ男性など男性とセックスをする男性の

10%から40%
が、スティグマを恐れ、保健医療の利用を遅

らせたり、避けたりしています（10）。
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国際的な人権に関する義務、基準、
および勧告

国際人権法のもとでは、
性的指向に基づく差別は人権侵害です（2）。

　各国は、思春期の若者を含むすべてのゲイ男性など男性とセックスをする男性をそうした差別からまもり、等し

く人権を享受できるように保障し、暴力や虐待から保護するため、積極的に対応する義務があります（12-14）。

性自認と性表現、人種、心身の障害などの要因と関係しあうかたちで生まれる差別や暴力を防ぐ積極的な措置も

そこには含まれます。

　国際的な人権メカニズムと専門家は、同

性間の性行動の犯罪化はプライバシーお

よび差別を受けない権利を侵害し、HIV対

策を妨げるものであり、各国はそうした法

律を廃止する義務があると考えています

（2、15、16）。各国は、性的指向に基づく

差別を解消するための法的保護を導入す

べきです（12、17）。世界保健機関（18）、

UNAIDS（19）、HIVと法律に関する世界

委員会（20）は、国連人権高等弁務官事

務所（UNHCR）などいくつかの国連機関

（21）とともに同様の勧告を行っています。

　強制的な肛門検査やいわゆる「転向療

法」などの非科学的で尊厳を傷つける行為

は禁止すべきです。国連の人権部門および

国連機関はそうした行為に対し、尊厳を傷

つける残酷で非人道的な扱いであり、拷問

のレベルに達する恐れがあるととらえてい

ます（21–25）。

　ゲイ男性など男性とセックスをする男性

には、手ごろな費用で受け入れやすく、質の

高いHIV・性感染症・その他の性と生殖に関

する健康サービスを利用する権利がありま

す。それぞれの人のニーズにかない、スティ

グマや差別がないかたちで受けられるよう

にしなければなりません。包括的なHIV情報

とサービス（コンドーム、潤滑剤、曝露前お

よび曝露後予防など）へのアクセスがそこ

には含まれ、カウンセリング、検査、抗レトロ

ウイルス治療が確実に提供できるようにす

る必要があります（18、26、27）。

　参加する権利とは、レズビアン、ゲイ、バ

イセクシュアル、トランスジェンダー、イン

ターセックス（LGBTI）の人たちが主導す

るコミュニティベースの組織が、サービス

提供を含むHIVプログラムと対策の開発、

実施、モニタリングに加わり、協力して取

り組む権利を有しているという意味です。

LGBTI主導のコミュニティ組織がそれぞれ

のコミュニティのメンバーに必要なサービス

と支援を提供できるようにするため、十分

な資金を確保する責任が国にはあります。

　すべてのサービスはプライバシーの権利

と秘密にされる権利をまもらなければなりま

せん（27）。



詳しくはこちらで

　この政策解説は、ゲイ男性など男性とセックスをする男性の人権とHIVに関する基本的考え方を示すためにUNAIDSが作成しました。対象課題

に関連する提言と方針が網羅されているわけではありません。 詳細については上記の主要情報源を参照してください。




